
 

 

平成１４年７月 

海事局 安全基準課 

 

IMO 第 7 回ばら積液体・ガス小委員会（BLG7）の結果について 
 

標記会合は、平成14年6月24日から 6月28日までの間、ロンドンの国際海事機関(IMO)

の本部において開催された。今次会合での主な審議内容は以下のとおり。 

 

１． 汚染分類及び船型要件等の見直し（MARPOL 附属書Ⅱ）（議題 5，6） 

（１）経緯 

① 汚染分類 

 汚染分類のためのクライテリア（Hazard Profile）の改正に伴い、本小委員会は、汚染

分類の見直し及び船型要件の見直しの作業をしており、それに伴う MARPOL 条約附属

書Ⅱの改正についても審議を行っている。 

 汚染分類の見直しについては現在、現行の 5 分類方式（A,B,C,D,Ⅲ(無害)）と欧州諸国

を中心とする新たな提案である 3 分類方式（X,Y,Z）のいずれが適切かについて検討が行

われており、分類については、今回の会合で方針が決定される予定となっていた。 

欧州諸国（オランダが中心）は、現行の 5 分類方式が複雑であること、現在無害とみ

なされている物質が環境に少なからず影響する恐れがあることを理由に、単純化及び無

害カテゴリーを無くすことを目的に 3 分類方式に変えるよう主張している。従来より我

が国は、すでに定着している 5 分類方式を 3 分類方式に変更すると却って混乱が生じる

恐れがあり、また無害というカテゴリーを無くす科学的理由がないことから、現行どお

りの 5 分類方式を主張している。 

② 船型要件 

 BLG で汚染分類の見直しに伴い、船型要件についても見直しが行われており、2004

年 6 月の決定を目指し作業が進められている。この改正が行われ要求される船型が厳し

い側に変更される場合（アップグレード）には、我が国化学産業及び内航海運業界に多

大な影響を与えかねない状況にある。我が国は今次会合に科学的見地から、可能な限り

現行の船型と同様となるような船型要件を決めるためのクライテリアの改正案に対す

る修正提案を行った。 

 

（２）審議結果 

GESAMP ハザードプロファイルの見直しによる汚染分類の見直し作業が進む中、３分

類と５分類の選択に関し、今次会合において審議が始まった。３分類については欧州を



 

 

中心とする１４カ国、５分類については我が国、米国等９カ国が支持を表明し、各々よ

り意見表明がなされた。また、残留量の要件、排出基準及び船型要件に関するクライテ

リアの検討が行なわれ、今後の議論のために両案の長短を示す表が作成された。本表は

３分類の論点を中心に取りまとめられ５分類が正当に評価されていないことから、我が

国及び米国等は委員会として本表を取りまとめることについては強硬に反対し、その結

果本表は(BLGの合意ではない)多数派の支持する意見としてMEPC に提出されることと

なった。 

３分類と５分類の選定については、政策的な判断であるということから MEPC48 で結

論を出すこととなった。 

船型要件については、我が国の提出ペーパに基づき、対応したが提案は受け入れられ

なかった。 

 

２．MARPOL 附属書Ⅰの全面見直し（議題４関連） 

（１）経緯 

 現行 MARPOL 附属書Ⅰに関し、数次にわたる改正を行った結果構成が複雑化してい

ることを考慮し、海運界等の当該附属書の利便性向上（ユーザーフレンドリー）を目的

に附属書Ⅰの全面改正作業（内容は原則変更していない。）を、BLG を中心に行ってい

る。 

 

（２）審議結果 

 BLG7/4(ギリシャをコーディネーターとするコレスポンディング・グループの提案)を

ベースとして附属書 I の改定案について審議を行い、条約本文を始めとした油記録簿及

び証書の改正など、附属書 I 全体の改正案の作成を終了した。 

本附属書 I の改正は、2003 年の次回 BLG で最終化のうえ 2007 年発効を目標にして作

業が進められる予定である。一部、第 18規則（油記録簿第1部の所持適用船の変更（150GT

以上から 400GT 以上））等については、我が国意見が受け入れられなかった。 

 

 


